
202６年度総合職官庁訪問ルール（概要） 

 

１ 日程 

訪問開始  ：６月 1０日（水）午前８時以降 

第１クール ：６月 1０日（水）～６月 1２日（金）  （３日間） 

第２クール ：６月１５日（月）～６月 17 日（水）  （３日間） 

第３クール ：６月１８日（木）、６月１９日（金）   （２日間） 

第４クール ：６月２２日（月）                 （１日間） 

内々定解禁：６月２２日（月）1５時以降 

 

２ クール制・リセット・事前予約制 

（１）クール制 

  ① 第１クール、第２クール（３日間、３日間） 

同一省庁への訪問は３日に１回（翌日・翌々日の訪問不可） 

  ② 第３クール（２日間） 

同一省庁への訪問は２日に１回（翌日の訪問不可） 

（２） リセット 

第３クールの初日、第４クールは、任意の省庁に訪問可能。 

（３）内々定解禁 

内々定解禁：第４クール（６月２２日（月））１５時以降 

内々定解禁までの間は、訪問希望者に対し、内定、内々定に類似するような言動は一切行

わない。 

（４）土曜日及び日曜日の対応 

土曜日及び日曜日（６月１３日（土）、１４日（日）、２０日（土）、２１日（日））は、次回の訪問予

約に関するメールでの各省庁からの一方向の事務的連絡を除き、訪問希望者とは電話、メ

ールを含め接触しない。 

（５）事前予約制 

６月１日（月）午前９時から６月９日（火）午後５時までの、各省庁が定める期間中に、メール、

ウェブシステム等の多数の訪問希望者が同時に申し込むことが可能な方法に限り、開始日

の午前８時以降の官庁訪問の予約を受付。 

原則として訪問希望者の希望どおりに受付。ただし、訪問希望者が特定の日に集中して十

分な選考活動を行えなくなる場合には、各省庁の判断で他の日程を提示することも可能。 

訪問希望者に対し、予約は１日１省庁に限ることを徹底。 

官庁訪問の予約がない者の訪問については、各省庁の判断により、これを柔軟に受付し、

予約がないことのみを理由に不利益な取扱いは行わない。 

 

←リセット 

←リセット 



３ 訪問時間・方法 

（１）訪問開始時刻 

第１クール及び第２クールは午前８時以降、第３クール及び第４クールは午前９時以降に開

始可能 

（２）終了時刻 

選考過程の合理化等によりできる限り待ち時間を縮減し、訪問者を早期に帰宅させるよ

う最大限配慮し、可能な限り午後７時までとするよう努めること。午後９時以降の実施は原

則禁止。ただし、訪問者数が極めて多いなど、やむを得ず午後９時を越える可能性がある場

合には、訪問者に対し、事前に丁寧に説明するとともに、次回以降に向けて運用見直しを行

うこと。 

（３）その他 

○ 民間企業の面接等がある訪問者の行動を過度に制限することのないよう配慮する。 

○ 授業、試験、留学、教育実習等学生である訪問者の事情を十分に勘案して面接等を行う。 

○ 訪問者から学事日程等に関する申出があった場合、面接時間等を配慮するとともに、面

接機会の付与を含め、当該申出があったことをもって不利益な取扱いは行わない。 

○ 遠隔地からの訪問者等の交通事情等を十分に勘案するとともに、訪問者間の公平性を

配慮した上で、訪問者の希望に応じ対応可能な範囲で、オンライン面接を積極的に活用す

る。特に、第１クールはオンライン面接を希望する訪問者には必ずオンラインで対応できる

ようにし、第４クールも遠隔地からの訪問者の負担軽減のため可能な限りの配慮を行う。 

○ 地方在住訪問者、民間企業併願者等への対応に当たり、訪問開始時期が遅れたことを

理由に不利益な取扱いはしないことを徹底する。 

○ 訪問者の都合に合わせて面接方法を選択できるよう、「初日に来なければ採用しない」

等の言動を行わない。 

○ 訪問者間の公平性を担保するため、オンライン面接等や対面による面接といった面接方

法の違いにより、訪問者の評価に差をつけないよう留意。 

○ 内定、内々定の解禁までの間は、内定、内々定に類似する言動は厳に慎む。内々定解禁

後も、訪問者が他省庁を訪問する可能性を閉ざすような言動は行わない。 

 

４ 官庁訪問開始までの広報活動等 

官庁訪問開始（６月１０日（水）午前８時）までの広報活動においては、各省庁は以下の事項

を遵守する。 

○ ２次試験（筆記）後から最終合格者発表日の前日（５月２８日(木)）までの期間に説明会

を開催する場合は、人事院の実施する第２次試験日（面接等）、学事日程等、学生等の都合

を考慮し参加機会を確保するため、必ず同種の内容、同様の趣旨・テーマの説明会を複数

の日程で行う。また、可能な限りオンライン会議ツールも併用する。 

○ 最終合格者発表日（５月２９日（金））から官庁訪問開始（６月１０日（水）午前８時）までの



間は、各省庁は、対面により実施する広報活動等は一切行わない。 

○ 最終合格者発表日から官庁訪問開始日の前日までの期間においては、説明会の開催に

加えて、説明会に引き続く相談会や座談会の開催が可能（原則２人以上の訪問希望者が

参加する形で開催し、その方法はオンラインにて実施可とする。）。 

○ 官庁訪問開始（６月１０日（水）午前８時）までは、面接等の選考活動は一切行わない。官

庁訪問開始前の選考活動は厳禁とし、広報活動等の趣旨を逸脱し、外形的に選考活動と

判断される行為は一切行わない。 

○ 各省庁の開催する説明会との重複を理由に、人事院の実施する第２次試験（面接等）の

日程を変更することは不可とする。 

○ 訪問者からの申出や相談には公平に対応することとし、一部の訪問者にのみ特別な対

応をとることのないよう徹底する。 

○ 短期間に繰り返し連絡する、深夜や長時間に及ぶ電話をかける、意に反して長時間拘束

するといった訪問者の自由な就職活動を妨げることは禁止する。 

 


